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公立大学法人北九州市立大学における会計監査人の選定に係る 

公募型プロポーザル方式実施説明書 

 

 

１ 業務の名称 

公立大学法人北九州市立大学（以下「法人」という。）における会計監査人業務 

 

２ 趣旨 

地方独立行政法人法（以下「法」という。）第３５条の規定に基づき、法人は、法

人の財務諸表、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書について会

計監査人の監査を受ける必要がある。 

また、法第３６条の規定により、当該会計監査人は設立団体の長（北九州市長）が

選任することとなっていることから、この度、法人の会計監査人を選定するための企

画提案の募集を市が行うもの。 

 

３ 業務の概要  

別紙「公立大学法人北九州市立大学における会計監査人の選定に関する業務仕様

書」のとおり。 

 

４ 事業にかかる予算上限額 

   １６，５００，０００円（消費税および地方消費税相当額を含む額） 

   ※北九州市立大学の令和７(２０２５)年度予算 

 

５ 業者選定方法 

   公募型プロポーザル方式 

 

６ 会計監査人の選任と契約の締結 

（１）契約の相手方等 

本業務については、特別な理由がない限り最優秀提案者を選定事業者とする。 

選定後、北九州市長は、法第３６条の規定に基づき法人に対して選定事業者を会計

監査人として選任した旨通知し、選任された会計監査人は、法人と監査契約に向けた

協議を行う。 

 

（２）法人と選定事業者との契約 

ア 協議が整った場合は、選定事業者から法人に対し、あらためて見積書を提出し、

契約を締結すること。 

イ 契約金額は、企画提案書に盛り込まれた監査見積書の金額を基本とするが、業

務内容の見直し等により、法人と契約予定者の協議により変更できるものとする。 
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７ 会計監査人の任期  

法第３８条の規定に基づき、選任の日以後最初に終了する事業年度（令和７年度）の

財務諸表についての法第３４条第１項の規定に基づく市長の承認の日までとする。（た

だし、法第３９条の規定による解任等の特段の事情のない限り、令和８年度及び令和９

年度についても再任する方針とする。） 

 

８ 応募資格 

次の各号に定める要件をすべて満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）法第３７条に定める資格を有する公認会計士又は監査法人（以下「監査法人等」

という。）であり、公認会計士法その他諸法令における欠格事項に該当する者でな

いこと。 

（３）本業務従事者が公認会計士法第３０条及び第３１条による懲戒処分を受けたこと

がないこと。 

（４）公認会計士法第３４条の２１第２項による処分を現に受けていないこと。 

（５）北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則第６条

第１項の有資格業者名簿に記載されていること。 

（６）北九州市から指名停止を受けている期間でないこと。 

 

９ 説明会 

   企画提案書の作成等について、説明会は実施しない。 

 

１０ 応募手続 

（１）応募書類（Ａ４版縦型、様式は任意） 

 ○ 監査業務企画提案書 

  ア 会社概要 

   ① 名称、代表者氏名、所在地及び資本金 

   ② 営業収益、経常利益、当期利益（直近の事業年度） 

   ③ 国内営業所及び営業所毎の人員（代表社員数、公認会計士数） 

   ④ 今回監査を担当する事務所の名称・所在地 

  イ 監査実績（前年度） 

   国立大学法人、公立大学法人、学校法人、地方自治体への監査実績 

   ※ 各法人等の区分ごとに、法人名及び具体的監査業務の内容（支援業務を

含む）を記載すること。 

ウ 監査方針 

   ① 監査基本方針及び着眼点、重点項目、監査の種類等 

   ② 指導的機能に関する考え方 

   ③ 監事との連携に関する考え方 

   ④ 本市との連携に関する考え方 

※ 会計監査の結果や協議を要する事項等について、政策局総務課と少なく

とも年１回、意見交換の実施を行うこと。 

※ 大学法人の会計の現状・課題認識を踏まえて、北九州市立大学に特に提
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案する内容があれば記載すること。 

エ 監査実施計画 

   ① 監査実施日程 

     令和７年事業年度分について記載すること。 

     なお、令和８年事業年度及び令和９年事業年度分について、令和７年事

業年度分と異なることが見込まれる項目があれば参考として記載すること。 

        ・監査スケジュール及び監査業務に要する年間の日数 

       ・具体的な監査業務の内容 

   ② 監査体制 

     ・監査責任者と補助者の構成及び役割 

     ・監査予定者の実務経験及び監査実績 

オ 過去３年以内（令和４年４月から令和７年３月まで）の処分等の状況 

・ 法人又は社員等に対する公認会計士法に基づく業務改善指示及び処分があ

った場合はその内容と対応 

・ 日本公認会計士協会が実施した品質管理レビューにおいて改善勧告があっ

た場合はその内容と対応 

 

 ○ 監査見積書 

令和７年事業年度から令和９年事業年度までの３か年事業年度分を年度毎

に記載すること。ただし、実際の契約額を保証するものではない。 

   ア 見積金額（消費税及び地方消費税を含む。） 

  イ 見積費用算定内訳 

（報酬等単価を明記のうえ、業務日数、人数、必要経費（旅費等）の内訳 

を作成すること。） 

  ウ 見積費用の考え方 

（監査日程等契約内容に大幅な変更が生じた場合の処理方法も記載） 

   エ アドバイザリー業務の有償・無償を内容ごとに付記してください。 

 

（２）提出部数、提出期限 

 ○ 提出部数 電子データ（正本、副本それぞれ１式 ＰＤＦ形式とする） 

  （注）副本については事業者が特定できないよう会社名等はマスキングすること） 

 

 ○ 提出期限 令和７年７月１日（火）必着 

※ 企画提案書等の提出は、１社につき１提案までとする。 

  提案書作成及び応募にかかる費用は応募者の負担とし、返却は行わない。 

 

（３）提出方法、提出先 

 ○ 電子メール（「１５ 問い合わせ先」のメールアドレス宛に送付） 

 （注）受信可能なデータ容量（９ＭＢ）を超える場合は、大容量ファイル転送サー

ビス等のインターネット上のツールを用いて、提出してください。 
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 ○ 提出先 

〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１－１ 北九州市庁舎３階 

北九州市 政策局 総務課 

 

（４）質問の受付 

○ 質問票により、「１５ 問い合わせ先」のメールアドレス宛に電子メールで提

出すること。また、送付した旨を電話連絡すること。 

 

   ○ 質問の受付は、令和７年６月１６日（月）までとする。 

 

１１ 審査方法、選定結果の通知等 

（１）審査方法 

企画提案書、見積書について書類審査を行い、最も優れた提案内容の事業者を

会計監査人として選定することとし、口頭審査は実施しない。なお、応募いただ

いた内容について、補足説明等をお願いすることがある。 

 

 （２）審査基準 

     審査の評価項目、評価基準及び配点は別紙「評価書」による。 

 

（３）選定結果の通知 

選定結果については、後日応募者全員に書面にて通知する。 

 

 （４）選定結果の公表 

        ア 公表の方法 

          北九州市のホームページで公表する。 

        イ 公表の内容 

          最優秀提案者については、名称及び評価点を公表する。それ以外

の提案者については、名称は非公表とし、評価点のみ公表する。 

 

１２ 守秘義務について 

提出された提案書は非公開とし、法人における会計監査人の選定に係る目的以外に

は使用しないものとする。 

 

１３ スケジュール（予定） 

① 公募開始：令和７年６月２日（月） 

② 質問締切：令和７年６月１６日（月） 

③ 公募締切：令和７年７月１日（火） 

④ 審  査：令和７年７月下旬まで 

⑤ 選  定：令和７年８月上旬 

⑥ 契  約：令和７年９月（選任された会計監査人と法人による契約） 
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１４ その他 

（１）応募書類を提出した後は、実施説明書、業務仕様書等についての不明を理由と

して、異議を申し立てることはできない。 

（２）応募書類に虚偽の記載が認められた場合、その他選考結果に影響を及ぼす恐れ

のある不正行為を行った場合は、失格（選定対象から除外）とする。これら等に

より北九州市または法人が損害を被った場合、賠償を請求することがある。 

（３）この要項に定めのない事項については、北九州市政策局総務課と協議の上、決定

するものとする。 

 

１５ 問い合わせ先 

〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１－１ 北九州市庁舎３階 

北九州市 政策局 総務課 

担当：浦田、辻本 

ＴＥＬ（０９３）５８２－２０６４（直通） 

メールアドレス：seisaku-soumu@city.kitakyushu.lg.jp 

mailto:seisaku-soumu@city.kitakyushu.lg.jp
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評価書 

評価基準 評価項目 配点 

健全性 

○ 監査法人は安定した経営状況にあるか。 

○ 監査を担当する事務所には、公認会計士等

が十分配置されているか。 

（１）会社概要 ５点 

①営業収益、経常利益、当期利益 

②国内営業所毎の人員 

③監査を担当する事務所の人員 

信頼性 

○ 国公立大学法人等での実績が豊富か。 

○ 今回監査を担当する事務所の実績は豊富

か。 

（２）監査実績 ５点 

①国立大学法人 

②公立大学法人 

③学校法人 

④地方自治体 

○ 公立大学への監査の視点はどうか。 

○ 北九州市立大学への提案は、具体的で効果 

的なものか。 

（３）監査方針 10 点 

①監査基本方針・着眼点 

②指導的機能に関する考え方 

③監事との連携に関する考え方 

④本市との連携に関する考え方 

⑤北九州市立大学への提案 

○ 監査業務内容に不足・過多はないか。 

○ 監査業務内容に照らし、その日程・人員は

適当であるか。 

○ 北九州市立大学の実態に照らして、対応可

能な計画か。 

○ 監査体制及び監査予定者の実績は十分か。 

（４）監査実施計画 15 点 

①監査スケジュール 

②監査業務の内容 

③監査実施体制（構成、役割） 

④監査予定者の実務経験、実績 

経済性 

○ 監査見積の積算内訳が明確であり、監査予

定日数と見積額の整合性がとれているか。 

○ 提案書の監査実施計画等を踏まえ、経済的 

か。 

○ 監査日程等契約内容に変更が生じた場合

の対応は合理的か。 

○ アドバイザリー業務への対応は経済的か。 

（５）監査見積書 15 点 

①日数 

②積算内訳 

③見積の考え方 

④アドバイザリー業務 

特に配

慮すべ

き事項 

○ 過去３年以内に公認会計士法に基づく業

務改善指示及び処分があった場合、または

日本公認会計士協会が実施した品質管理

レビューにおいて改善勧告があった場合、

その対応が十分であるか。 

対応が不十分な場合   －３点  

 合   計   点   数  

妥当性

の評価 
妥当である・妥当でない 

 

 


